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北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

(
昭
和
四
二
年
二
月
J
昭
和
田
二
年
三
月
〉

法学会記事

九
、
二
月
二
四
日
(
金
)
午
後
一
時
三

O
分
l
四
時

O
「
い
わ
ゆ
る
結
婚
退
職
制
違
憲
判
決
を
め
ぐ
っ
て
」

報

告

者

佐

保

出
席
者
一
五
名

東
京
地
裁
判
決
(
昭
和
四
一
年
一
一
一
月
二

O
日
)
、
い
わ
ゆ
る
「
結

婚
退
職
制
違
憲
判
決
」
を
め
ぐ
っ
て
討
論
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
判
決
の

投
げ
か
け
た
問
題
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
重
大
で
あ
る
。
こ
の
判
決
に

関
し
て
は
、
た
ん
に
実
定
法
(
憲
法
、
民
法
、
労
働
法
〉
の
解
釈
論
の

レ
ベ
ル
で
の
み
な
ら
ず
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
よ
う
な
制
度
を
生
み
出
す

に
至
っ
て
い
る
背
景
(
女
性
鋭
、
結
婚
観
、
年
功
序
列
型
一
履
一
傭
関
係
な

ど
)
が
興
味
を
ひ
く
。
こ
の
判
決
が
正
面
か
ら
こ
の
程
の
問
題
に
と
り

く
み
、
思
索
を
重
ね
た
こ
と
は
大
い
に
買
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の

到
達
し
た
結
論
(
結
婚
し
た
ら
退
職
す
る
と
い
う
趣
旨
の
契
約
は
公
序

に
反
し
て
無
効
)
も
妥
当
で
あ
る
と
い
う
の
が
出
席
者
多
数
の
意
見
の

よ
う
で
あ
っ
た
。
女
子
の
労
働
者
に
は
と
か
く
「
プ
ロ
意
識
」
が
欠
け

る
と
こ
ろ
が
目
立
つ
、
と
は
一
般
に
い
え
る
と
し
て
も
、
お
よ
そ
一
律

に
結
婚
を
条
件
と
し
て
退
職
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
、
結
婚
の
自
由
を

1住

子

放
棄
す
る
こ
と
を
法
的
に
も
強
行
す
る
こ
と
は
、
や
は
り
、
公
序
に
反

す
る
と
断
ぜ
ざ
る
を
え
ま
い
。
こ
の
訴
訟
の
最
終
的
結
末
、
実
際
界
に

及
ぼ
す
影
響
を
知
り
た
い
も
の
で
あ
る
。

か
り
に
こ
の
判
決
の
見
解
が
支
配
的
と
な
り
、
実
際
界
に
も
そ
れ
が

及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
女
性
に
と
っ
て
喜
ぶ
べ
き
こ
と
だ
ろ

う
か
。
そ
の
行
き
つ
く
と
こ
ろ
、
責
任
の
よ
り
重
い
地
位
を
与
え
ら

れ
、
よ
わ
ね
を
は
く
こ
と
な
く
プ
ロ
に
徹
し
て
仕
事
を
す
る
こ
と
を
要

求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
l
こ
れ
こ
そ
真
じ
歓
迎
す
べ
き
こ
と

で
あ
ろ
う
女
性
た
る
も
の
の
う
ち
幾
人
が
耐
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

か
。
い
い
こ
と
ば
か
り
は
な
い
も
の
で
あ
る
。

一
O
、
三
月
二
七
日
(
金
〉
午
後
二
時
|
五
時

O
「
フ
ラ
ン
ス
法
哲
学
界
の
最
近
の
動
向
」
報

告

者

深

瀬

忠

一

出
席
者
一
五
名

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
法
哲
学
は
盛
ん
で
は
な
い
、
と
い
わ
れ
て
き

た
が
、
一
九
六

0
年
代
に
至
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
哲
学
界
は
活
気
を

呈
し
て
き
た
。
な
に
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
現
象
が
生
じ
た
の
か
、
と

い
う
こ
と
も
む
ろ
ん
の
こ
と
、
当
の
フ
ラ
ン
ス
法
哲
学
界
の
状
況
じ
た

い
、
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
ひ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
回
は
、
現
代
フ
ラ
ン

ス
法
哲
学
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
者
深
瀬
教
授
の
克
明
な
紹
介
が
行
な

わ
れ
た
。
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
法
哲
学
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
傾
向
が
現
わ

れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
顕
著
な
も
の
と
し
て
、
現
象
学
、
実
存
主
義
、

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
、
が
あ
る
。
認
識
方
法
の
問
題
か
ら
、
国
家
観
、
陀
界

観
の
問
題
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
流
れ
が
盛
花
を
咲
か
せ
て
お
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報

り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
法
と
は
何
か
、
法
・
国
家
の
本
質
は
何
か
を
追
求

し
、
相
互
批
判
を
行
な
っ
て
い
る
。
分
析
哲
学
の
傾
向
も
存
在
す
る
け

れ
ど
も
、
前
記
の
傾
向
に
比
べ
る
と
、
さ
ほ
ど
著
し
い
も
の
と
は
い
え

亡
、
。

手ん

tu「
現
象
学
」
あ
る
い
は
「
実
存
主
義
」
が
法
哲
学
と
ど
の
よ
う
に
結

び
つ
く
の
か
、
こ
れ
ら
の
法
哲
学
が
法
実
証
主
義
に
対
し
て
ど
の
よ
う

に
共
同
戦
線
を
張
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
立
場
に
立

つ
法
哲
学
が
、
こ
れ
ら
の
立
場
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
自
己
主
張
を
す

る
の
か
。
法
学
の
科
学
性
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
は
い

る
が
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
限
り
は
、
特
に
顕
著
な
議
論
は
見
当
ら
な

い
よ
う
で
あ
る
。
全
般
を
通
じ
て
、
例
に
よ
っ
て
哲
学
用
語
が
難
解
な

こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
こ
の
種
の
紹
介
が
有
益
な
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
が
、
欽
を
い
え
ば
、
他
の
国
々
の
法
哲
学
の
状
況
、
わ
が

国
の
状
況
に
も
及
ぶ
な
ら
、
さ
ら
に
興
味
深
い
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
報
告
者
の
精
力
的
な
精
進
に
は
敬
意
を
表
し

た
い
。研
究
会
後
、
恒
例
の
と
お
り
、
総
会
ひ
き
つ
づ
い
て
懇
親
会
が
開
催

さ
れ
た
。
総
会
で
は
、
幹
事
提
出
の
昭
和
四
一
年
度
の
会
計
決
算
報
告

が
承
認
さ
れ
た
。
懇
親
会
は
、
約
二
時
間
〈
午
後
八
時
終
了
〉
、
盛
会

の
う
ち
に
幕
を
閉
じ
た
。

主柱公法・刑事法研究会記事

北
海
道
大
学
法
学
部
公
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
四
二
年
二
月
l
昭
和
四
二
年
三
月
)

一
七
、
二
月
三
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判
例
時
報
四
五
四
号
三
六
頁

O
判
例
時
報
四
五
四
号
三
九
頁

一
八
、
二
月
一

O
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判
例
時
報
四
五
五
号
二
七
頁

O
判
例
時
報
四
五
五
号
三
六
頁

O
判
例
時
報
四
五
六
号
三
頁

一
九
、
二
月
一
七
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判
例
時
報
四
五
六
号
二
七
頁

O
判
例
時
報
四
五
七
号
二
六
頁

二
O
、
三
月
三
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判
例
時
報
四
五
七
号
三
一
一
良

O
判
例
時
報
四
五
七
号
三
四
一
良

O
判
例
時
報
四
五
八
号
二
六
頁

千、メ寸

業
(
瑞
)

ふ
叶
J

ふ
ホ
サ

遠 笹千

藤川葉
r、
卓
、“ノ

熊秋

本山

古浜栃

i仔JII 

北
海
道
大
学
法
学
部
刑
事
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
四
二
年
二
月
J
昭
和
四
二
年
三
月
)

九
、
二
月
一
八
日
ハ
土
)
判
例
研
究

O
高
裁
刑
集
一
八
巻
五
号
四
九
一
頁

一
O
、
三
月
一
八
日
(
土
〉
研
究
報
告

O
承
継
的
共
同
正
犯
の
成
否

札
幌
家
裁

北法17(4・183)717 
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報

北
海
道
大
学
法
学
部
政
治
学
研
究
会
記
事

(
昭
和
四
二
年
二
月
l
昭
和
田
二
年
三
月
)

雑

一
、
読
書
会
(
毎
月
二
回
輪
番
制
)

〉
ス
テ
ユ
ア

l
ト
・
ヒ
ュ
ー
ズ
著

〈

生

松

敬

三

訳

二
、
二
月
一
七
日
(
金
)
研
究
報
告

O
政
治
的
態
度
の
測
定

三
、
三
月
一
一
日
(
土
)

O
矢
田
俊
隆
箸
「
近
代
中
央
の
自
由
と
民
族
」
を
め
ぐ
っ
て

「
意
識
と
社
会
」

北
海
道
大
学
法
学
部
民
事
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
四
二
年
二
月
i
昭
和
四
二
年
三
月
)

O
一
八
、
二
月
一
一
一
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

。
民
集
一
九
巻
九
号
一
二
七
八
頁

時

O
民
集
一
九
巻
三
号
七
六
八
頁

始

。

民

集

一

九

巻

九

号

三

O
一
頁

研

O
一
九
、
二
月
一
七
日
(
金
)

輪

研

究

報

告

J
F
W
 
イ

O
物
資
統
制
法
規
違
反
契
約
と
民
法
上
の
無
効

僻

最

高

裁

判

所

判

例

研

究

政

O
民
集
一
九
巻
九
号
二
一
二

O
六
頁

阿松見中11' 村l

二
O
、
一
二
月
九
日
(
木
)
判
例
研
究

O
最
高
民
集
一
九
巻
八
号
二

O
一
九
頁

最
高
民
集
二

O
巻

一

号

六

五

頁

O
労
働
民
集
一
五
巻
三
号
五
五
二
頁

部回沢川井回

{左右
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